
 令和７度鳥獣被害対策事業計画（予算） 

事  業  名 事  業  概  要 

１ 鳥獣等共生推進事業 

【173,000円】 

 

効果的な被害防止対策等を総合的に推進し、適正な野生鳥獣等の

共生と管理等についての方向性を検討する。 

 

・ 厚木市野生鳥獣等対策協議会の運営 

 

２ 鳥獣等被害対策事業 

【39,254,000円】  

 

鳥獣等被害対策事業補助金 

【2,000,000円】 
（１）の①・②のため、厚木市農業協同組合へ補助金を交付。 

(1) 

 

 

①特定鳥獣被害対策事業 

（ニホンジカ、ニホンザル） 

 

第５次神奈川県ニホンジカ管理計画に基づき、猟友会によるニホン

ジカの管理捕獲及び荻野、小鮎、玉川、睦合地区追い払い隊（猟友会

等）による、動物駆逐用煙火、エアガン、銃器等を使ったニホンザル

の追い払いを実施する。 

 

・ ニホンジカ管理捕獲 

・ ニホンザル追い払い（随時） 

 

②有害鳥獣被害対策事業 

 

猟友会による有害鳥獣（イノシシ・鳥類等）の有害捕獲を実施する。 

 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥獣保護管理対策事業 

   【31,762,000円】     

 

 野生鳥獣による農業被害、生活被害及び生態系等の影響を踏まえ、

効果的な被害防止対策を実施する。 

・ ニホンザル等被害拡大防止業務（管理計画に基づくサルの個体

数調整、追い払い指導、被害状況調査、大型獣類市街地出没対

応 ほか） 

［計画におけるニホンザル各群れの方針］ 

 追い上げ目標エリア 

半原群   経ヶ岳より北側 

  鐘ヶ嶽郡  鐘ヶ嶽～鳥屋待沢（権現沢）方面 

・ 神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく市域からの完全排除 

・ 銃器による野生鳥獣の追い上げ（随時） 

・ ニホンザル追い払い業務（２群：２班常駐、359 日） 

※半原群と鐘ヶ嶽群に配置。市内へ侵入・定着することを防止する

ため、状況に応じて追い上げ、追い払いの対応を行なう。 

・ 有害鳥獣捕獲報奨金の交付（対象：ニホンジカ、イノシシ） 

 

 

 

資料２ 



事  業  名 事  業  概  要 

 

(3) 

 

 

 

ヤマビル対策事業 

【3,792,000円】 

 

ヤマビルが生息しにくい環境を整備するため、自治会と協働によ

る夏場の草刈りや冬場の落ち葉かきを実施するとともに、忌避剤（木

酢液）の配布を行う。また、ハイキングコース入口「忌避剤常設箇所」

へ駆除用の塩を配付。 

（実施予定地区） 

上荻野、小鮎、森の里及び玉川地区 

 

(4) 

 

 

農作物鳥獣害 

   防護対策事業補助金 

【1,400,000円】 

 

主に農業収入により生計を立てている農業者及び農業協同組合

員及び農事法人を対象に防護電気柵、防護柵又は防護網の購入及

び設置費を補助する。 

※補助額は、防護柵機材費に係る費用の２／３以内（上限10 万円） 

 

 

(6) 

 

 

有害鳥獣防除団体 

       育成交付金 

【300,000円】 

  

神奈川県猟友会厚木支部及び厚木獣害対策わな設置協議会へ、

若い世代の新規加入を促進し、有害鳥獣防除対策の充実を図るた

め、交付金を交付する。 

※交付額は 15 万円以内。 

 

                

３ 獣害防護柵維持管理事業 

        【13,276,000円】 
有害鳥獣による農作物被害防除対策としてサル、シカ等に有効な

手段である獣害防護柵（電気柵）の維持管理を継続し、有害鳥獣の

侵入を防止し被害の軽減を図る。 

・ 獣害防護柵種類 電気柵（太陽光発電式）L=25ｋｍ 

① 既設防護柵の維持管理（各地区鳥獣被害対策協議会等への

委託） 

② 既設防護柵の経年劣化等に伴う修繕 

令和７年度当初予算額 

【52,703,000円】 
 

 

 

 

 


